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今回の改正について大賛成です。 

ソフトバンクモバイル（ソフトバンク）は契約者ベースで言うなら世界第三位の契約者数になっ

たのであれば、第二種どころか自社で設備構築をしなければならない第一種電気通信事業

者に指定してもおかしくないと考えられます。一位のところが、ドコモやＮＴＴから設備を借りる

なんて非常識極まりない。他社の構築した設備を借りるなんておかしすぎます。他社より法外

な接続料で儲けているソフトバンクに対して徹底的な法規制が必要だと考えられます。ソフト

バンク（孫正義）の出した意見については いつまで駄々をこねているのか常識を疑います。 

 


